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精神科リエゾンを中心としたチーム医療での心理専門職の展開と課題

関西大学臨床心理専門職大学院　岡田　弘司

要約
　近年、本邦の医療では安全で質の高い医療サービスを提供するために、多職種で実践
されるチーム医療が推進されている。一方、2017 年に公認心理師法が施行され、2019 年
には心理専門職として初の国家資格保有者が誕生し、チーム医療への幅広い貢献が期待
されている。本稿では本邦における精神科リエゾンを中心にしたチーム医療の中で心理
専門職の活動の動向を捉えたうえで、今後、身体科のチーム医療などで心理専門職がど
のように貢献し、そのためにはどのような課題があるのかを主に過去 10 年間の文献を用
いながら検討した。心理専門職のチーム医療での展開として、がん、糖尿病をはじめと
する慢性疾患や救急、周産期医療など幅広い疾患や対象に活動が求められ、患者や家族、
医療スタッフそれぞれに直接的、間接的に専門技能などを講じていく役割に加え、医療
やケアの場全体を下支えする役割が重要であると考えられた。またこれらの役割を実行
して行くためには、専門性の向上はもちろんのこと、他の職種と積極的にコミュニケー
ションをとる社会性の発揮や、医学的知識の修得、多職種協働のための知識とノウハウ
の学習などが重要であると示唆された。
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研究論文

Ⅰ　はじめに

　近年、本邦の医療においては、少子高齢化や
国民のニーズの多様化などに対応し安全かつ効
果的な医療サービスを提供するためには、チー
ム医療の発展が重要であるとされている。厚生
労働省は「チーム医療の推進に関する検討会」
を立ち上げ、2010年にその取りまとめを発表し、
チーム医療の在り方や具体的な効果などを提示
した。2012 年度の診療報酬の改定では、チーム
医療に関する診療報酬の適用が積極的に施され、
精神科リエゾンチームに関するもの（精神科リ
エゾンチーム加算）もその一つであった。
　一方、心理専門職の動向として、2017 年に公
認心理師法が施行され、2019 年には本邦で初と
なる心理専門職の国家資格、公認心理師が誕生

した。心理専門職が身分法で規定され、その役
割等が明確化されたことによって、チーム医療
における心理専門職に寄せる期待は広がるもの
と考えられる。従前から臨床心理士などの心理
専門職は医療保険の関係では臨床心理技術者と
称され、診療報酬上の記載事項の中にもその名
称が使用されてきた。臨床心理・神経心理検査
や既述の精神科リエゾンチーム加算のほか、通
院集団精神療法、精神科デイケア・ナイトケア関
連、児童・思春期精神科入院医療管理料など、
これらに係る医療従事者として多くの記載があ
った。2018 年、厚生労働省の診療報酬改定に係
わる個別改定項目「公認心理師の評価」におい
て、経過措置を設けたうえで診療報酬上評価す
る心理専門職は、公認心理師に統一されること
になった。厚生労働省は国家資格となった公認
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心理師をチーム医療、多職種連携を推し進める重
要な担い手として位置づけていると考えられる。
　元来より、医療分野においては、臨床心理士
を中心に精神科臨床のみならず、身体科の領域
に対してもチーム医療や多職種連携を念頭に置
きながら様々な臨床心理学的アプローチが行わ
れてきたが、上記のような新たな情勢を鑑みる
と、身体科へのアプローチのニーズは今後より
一層高まるものと予想される。本稿では本邦に
おける精神科リエゾンを中心とした心理臨床活
動の動向を捉えたうえで、今後、国民からの負
託を受けた心理専門職が、身体科のチーム医療
などにどのように貢献し、またそのためにはど
のような課題があるのかを文献を用いながら検
討する。なお、文献検索につては、本邦におい
て過去 10 年間に発表された医学系、臨床心理
学系の学術文献を中心に行い（本邦から海外雑
誌に掲載されたものを含む）、引用などは論旨に
沿って最小限に留めた。また心理専門職の表記
については、特定の資格を指す必要があると考
えられる場合以外はすべて心理専門職とした。

Ⅱ　精神科リエゾンを中心としたチーム
医療での心理専門職の展開について

1．精神科リエゾンとチーム医療
　精神科リエゾンはコンサルテーション・リエ
ゾン精神医学に基づいて実行されるものであり、
この分野においてもチーム医療の展開が重要に
なった（吉邨・桐山・藤原，2013）。チーム医
療では医師、看護師、薬剤師、作業療法士、精
神保健福祉士、心理専門職等が医療上の目標を
共有しながら、互いの専門性を活かし、補い合
いながら全人的な医療を展開する。その中でも
“精神科リエゾンチームは、精神的医療と身体的
医療の積極的連携を図り、一般病棟において入
院中の患者やその家族の精神症状や心理的問題
に対し、専門的技術をもって身体的・精神的・
社会的な視点から個別性を大切にした治療・ケ
アを行うチームである”（小石川・大上・見野

ら、2013）。精神科リエゾンチームとして診療
報酬の適用を受けるためには定められた要件を
満たす必要があるが（社会保険研究所，2018）、
この適否は別にして、精神科リエゾンチームを
“一般医療と精神医療の連携を推進するための
functional unit”（小石川，2017）として捉える
と、期待される活動の範囲は限りなく広いと言
えよう。

2．�精神科リエゾンを中心としたチーム医療に
おける心理専門職の活動動向について

　近年、精神科リエゾンを中心としたチーム医
療の実践や、医療チーム内での心理専門職の臨
床活動に関する研究と報告などが相次いでなさ
れている。本項ではこれらの文献を主だった疾
患や対象ごとにレビューし心理専門職の活動の
現状と今後の展開について検討する。

（1）　がん
　厚生労働省の発表（「平成 30 年（2018）人口
動態統計月報年計（概数）の概況」）によると、
悪性新生物（がん）は 1981 年以来、死亡順位
の 1 位となっており、2018 年の全死亡者に占め
る割合は 27.4％で、3.6 人に 1 人はがんで死亡
している。30 年以上に渡り国家的課題として
様々な施策が講じられ、2007 年には「がん対策
基本法」が施行されると同時に「がん対策推進
基本計画」が策定され、同法が 2016 年に一部
改正、基本計画は第 2 期、第 3 期と続いている。
この一連の施策において患者やその家族の生活
の質（QOL：Quality of life）の確保は重要課
題であり、緩和ケアを中心にしたチーム医療の
拡充を目的に、心理専門職にも大きな期待が寄
せられている。長井（外堀）・野村・森本ら

（2016）は終末期がん患者の症例をもとに多職
種で構成する緩和ケアにおいて心理専門職が果
たす役割について検討している。心理専門職の
個別介入だけでなく、主治医、病棟看護師、理
学療法士、メディカルソーシャルワーカー、栄
養士らの医療職と連携した介入や、患者家族と
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連携した介入により、終末期にある患者のQOL
の維持に貢献したことを報告している。一方、
清水・栁井・伊藤ら（2018）は、がんのチーム医
療に臨む心理専門職には教育カリキュラムを受
けることが望ましいことを示唆している。この
点に関して、日本サイコオンコロジー学会はが
ん医療における心理専門職のための教育カリキ
ュラムを作成しており、初学者も含む幅広い者
を対象としたスタンダードコースから始まり、
アドバンスコースⅠ、アドバンスコースⅡと積み
上げ式のシステムで研修会を行っている。また
厚生労働省は「がん対策基本法」に記されている
医療従事者に対するがん患者の療養生活の質の
維持向上に関する研修の機会を設けるために、

「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア
研修会の開催指針」を作成し、これに基づいて研
修会を行っている。この研修会は「e-learning 」
と「集合研修」で構成され、双方の修了をもっ
て、緩和ケア研修会の修了となる。がんの臨床
に携わる心理専門職はこれらの研修を修めるの
がよいと考えられる。さらに、「がん対策推進基
本計画」などでは、切れ目のない質の高いがん
医療を提供するために在宅医療、介護の体制を
強化してきており、小池（2015）が言うように、
“緩和ケアの場は、緩和ケア病棟、一般病棟、在
宅へと広がりを見せ”、地域支援のニーズにも応
えていく必要がある。なお、岡田・杉本（2018）
は本邦におけるがん臨床での心理療法等の適用
について文献研究し、支持的療法や、リラクセ
ーション法を含む認知行動療法の有効性に言及
すると同時に、箱庭療法など非言語的手法を用
いた療法が緩和ケアに役立つ可能性があること
を示唆している。これらの心理療法の技法がチ
ーム医療の中でどのように実践されると効果的
であるのかを検討する必要がある。

（2）　糖尿病
　厚生労働省の「平成 29 年（2017）患者調査
の概況」によると、2017 年 10 月の糖尿病の総
患者数（傷病別推計）は約 329 万人で、3 年前

の調査に比して 12 万人以上増加し、依然、効
果的な対応が求められる重大な慢性疾患である。
糖尿病の治療は食事療法、運動療法など生活習
慣に係わるものが多く、患者が日々の暮らしの
中で、治療に伴うセルフケア行動を負担少なく
継続的かつ安定的に行うことが重要であり、治
療成果だけでなく QOL を確保すことが求めら
れる。こうした背景から、糖尿病治療では、患
者の生活全般やメンタルヘルスケアを視野に入
れて、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師など
多職種が連携をとりながら治療や指導を行うこ
とになる。川添・髙宮（2009）は糖尿病指導外
来において、医師、看護師、管理栄養士に心理
専門職が加わり、心理検査や心理面接の手法を
用いてセルフケアを支援したり、得た情報を多
職種に提供したりすることで、医師による診察、
看護師による療養指導、栄養士による栄養指導
に繋げ、チーム医療に貢献したと報告している。
また中村・多木（2015）は診療所に通院する 2
型糖尿病による糖尿病腎症の患者に対し管理栄
養士による指導と心理専門職の面接を加えチー
ムでの行動医学介入を行ったところ腎機能の悪
化を抑制する効果が示唆されたとしている。さ
らに巣黒（2016）は内科及び糖尿病代謝センタ
ーでのリエゾン活動を紹介し、糖尿病チームに
おける心理専門職の役割や機能として、“①チー
ム・スタッフ向け勉強会での講義、②チーム・
スタッフへのコンサルテーション、③教育入院
の退院前に開催される定例の多職種合同症例カ
ンファレンスへの出席、④患者の心理行動面の
アセスメント、⑤教育入院中の集団療法、⑥外
来での継続的カウンセリング”を挙げている。
さらに万福・武藤（2015）は糖尿病に対する心
理療法の直接的な効果について文献研究を行っ
ている。代表的な心理療法として認知行動療法
と動機づけ面接を挙げ、前者は適用可能な患者
層の狭さ、後者では実務経験の必要性が指摘さ
れるとしたうえで、マインドフルネスを取り入
れた介入の適用可能性や有用性を示唆している。
チーム医療への貢献度を高める意味でも、糖尿
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病によく奏効する心理療法等の専門技能を吟味
することは重要であろう。なお、厚生労働省の

「平成 29 年国民健康・栄養調査結果の概要」を
見ると、「糖尿病が強く疑われる者」の割合（20
歳以上）は男性で 18.1％、女性で 10.5％とな
っている。病院等では糖尿病予防教室などと称
して、糖尿病を予防するための啓発活動を一般
市民に提供する活動が積極的に行われつつある。
心理専門職にもこのような機会の担い手の一人
として期待さることが増えると思われる。

（3）　高齢者
　総務省統計局発表の「人口推計」を見ると、
2019 年 6 月現在の確定値で、65 歳以上の者が
総人口に占める割合は 28％以上となっており、
高齢者への治療やケアの需要が自ずと増す状況
にある。そもそも加齢は様々な疾患のリスクフ
ァクターであり、高齢者は複数の疾患を合併し
やすいために、複数の診療科や職種が対応する
ことが多く、円滑な連携が不可欠となる（熊谷・
一宮，2015）。日野・小田原・平安（2015）は
総合医療センターにおける精神科リエゾンチー
ムの活動を紹介し、65 歳以上の患者の介入症例
は全体の58.9％で、このうち身体科の入院期間
中に確定できた精神医学的診断ではせん妄や認
知症、またそれらを合併していたものが 71％を
占めたとしている。そして認知症患者や高齢者
では、身体症状や精神症状が互いに影響しあう
場面が比較的多く、その影響の程度も大きくな
りがちであることから、精神科リエゾンチーム
をうまく活用することにより、患者の抱える問
題点に対し速やかかつ包括的なケアを提供する
ことが期待できると示唆している。また望月・
黒川（2015）は精神科リエゾンに限らず高齢者
臨床におけるチームアプローチについて全般的
に文献考察を行い、心理専門職が担うべき役割
などを検討している。これによると、高齢者臨
床における心理専門職の業務に関し、他の領域
に従事する心理専門職のそれと根本的には変わ
らないとしながらも、“①アセスメントにおいて

神経心理学的評価が含まれている点、②心身機
能の低下や疾病罹患、様々な喪失体験が複雑に
絡まり合い、精神的に不安定になりやすい状況
であることを踏まえてアセスメントやメンタル
ケアに当たらなければならない点、③認知症や
身体疾患など幅広い医学的知識が求められる点
などいくつかの特徴がある”とし、特にアセス
メントについては、うつ病と認知症との鑑別に
関する技量を備えることの重要性に言及してい
る。またチームアプローチでの心理専門職の役
割や存在意義として高齢者が持つ強さや健康さ
を尊重しその人らしさをチームで共有する働き、
入院治療から在宅医療に移行する際のサポート
や外来診療の効率化への寄与、チーム内スタッ
フへの心身両面のサポートなどを挙げ、高齢者
臨床におけるチームアプローチでの心理専門職
のさらなる配置の必要性を説いている。現在、
診療報酬としては、身体疾患を有する認知症患
者に対するケアの評価として認知症ケアチーム
の存在を前提に認知症ケア加算が設けられてい
たり、認知症治療病棟入院料の施設基準に公認
心理師が明記されたりしている（社会保険研究
所，2018）。

（4）　救急
　救急医療は突然の病気、けがなどに対し緊急
に処置や診断、検査、治療を行う医療である。
患者の重症度に応じ、一次救急（初期救急）、二
次救急、三次救急の枠組みで対応されることに
なり、特に三次救急は一次、二次救急では対応
しにくい高度な処置を要する重篤な患者が対象
となる。日野・小田原（2015）は三次救急相当
の大学附属病院高度救命救急センターにおける
活動を紹介し、精神科リエゾンの必要性やその
展開の在り方を論考している。救命センターで
の精神科業務として、“①自殺企図患者への危機
介入、②精神疾患を有する患者が身体救急で入
院した際の治療継続（統合失調症、摂食障害、
依存症、認知症など）、③入院後新たに発生した
精神的問題のケア（不眠・せん妄、頭部外傷後
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の精神症状、不安・抑うつなど）、④患者家族
（遺族）のケア、⑤救急医療スタッフに対する精
神科医療についての教育、⑥救急医療スタッフ
のメンタルヘルス対策、⑦身体合併症医療にお
ける救命センターと精神科間の橋渡し”（著者が
数字記号に改編し、読点を付記した）を挙げて
いる。特に自殺企図者に対しては危機対応とし
て心理専門職を含む多職種連携によるケースマ
ネジメント介入の重要性を説き、石井・白石・
木川ら（2017）も救命救急センターにおける
ACTION-J モデルによる多職種連携の介入が有
用であるとしている。ACTION-J（Kawanishi, 
C., Aruga, T., Ishizuka, N., et al.,2014）は多施
設共同無作為化比較試験を行って自殺予防の再
発防止に関する複合的・ケースマネジメントの
効果を世界に先駆けて明らかにしたものであり、
2016 年にこの研究成果を踏まえ、自殺企図後の
患者に対する継続的な指導の新規評価項目（救
急患者精神科継続支援料）として保険適用がな
され、要件に係わる医療スタッフとして公認心
理師が挙げられている（社会保険研究所，2018）。
公認心理師には患者や家族等への心理教育等の
役割などが期待されるが（石井・白石・木川ら、
2017）、要件に合致した医療スタッフとなるに
は適切な研修を受講することが求められる（社
会保険研究所，2018，日本自殺予防学会）。

（5）　周産期
　2000 年に厚生労働省による「健やか親子 21」
の国家計画の中で基盤課題として切れ目ない妊
産婦・乳幼児への保健対策が掲げられ、保健医
療従事者等から周産期への保健活動や医療活動
に注目が高まった。2007 年には乳児全戸訪問事
業が始まり、地域保健との繋がりの中で、母親
等のメンタルヘルスの問題に精神科リエゾンや
チーム医療の枠組みで取り組む医療機関が増え
ている。心理専門職については、2010 年の厚生
労働省の「周産期医療体制整備指針」の改正に
おいて、総合周産期母子医療センターでは配置
に務めることと明記されて以後、心理専門職の

雇用が急速に拡大してきているようである。永
田（2018）は 2016 年に総合周産期母子医療セ
ンター、地域周産期母子医療センター、その他
の周産期母子センターに大規模調査を行い、回
答のあった計 145 カ所の結果から（回収率
51.2%）、74.5％と高い割合で心理専門職がス
タッフとして勤務していることを明らかにした。
日本産婦人科医会（2017）は妊産婦の医療とケ
アに携わるすべての医療行政スタッフが、協働
して妊産婦のメンタルヘルスを守るための基本
的な考え方と方法を「妊産婦メンタルヘルスケ
アマニュアル～産後ケアへの切れ目のない支援
に向けて～」で表している。これによると、“メ
ンタルヘルスとは精神疾患の有無ではなく、妊
産婦が安心して生活を営み、程よく十分な愛情
をもって子どもと向き合うことができる状態”
を指し、心理専門職には産婦人科医院などで幅
広い妊産婦を対象に一次対応を含め種々の相談
支援に携わることが期待される（窪谷・望月・
小路ら，2017）。一方、周産期の精神症状と精
神疾患、あるいは精神疾患を有する妊産婦など
に対し、産婦人科、精神科等との協働体制のも
とでカウンセリング等の心理的支援を講ずるこ
とも重要となる（菊地・小林・本多ら，2015，
鈴木，2017，菊地・小林・本多ら，2017）。ま
た周産期母子医療ンセンターなどでは NICU

（新生児集中治療管理室）、MFICU（母体胎児集
中治療管理室）での心理専門職の役割が期待さ
れている。橋本（2017）は集中管理にある厳し
い状況の中で、子どもが生まれ育つ、親が親と
して生まれ育つ、親と子の関係性が生まれ育つ
といった自然のプロセスを支える視点が重要で
あるとしている。また永田（2016）は NICU の
心理専門職の活動について、家族への直接的な
心理的ケアだけではなく、スタッフへの助言、
医師が行う説明場面での同席、カンファレンス
の参加などを含めた「場」への支援が重要であ
ると述べている。
　なお、2018 年の診療報酬改定で、厚生労働省
は精神疾患を有する妊産婦へのケアは重点課題
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であると見て、「ハイリスク妊産婦連携指導料
1・2」を保険収載した（社会保険研究所，2018）。
これらは精神疾患を有する妊産婦に対し、多職
種連携、地域（自治体）連携を前提に精神科、
産婦人科などが協働して診療を行った場合の評
価であり、公認心理師の参加が期待されている。
実施するうえでは先述した日本産婦人科医会

（2017）の「妊産婦メンタルヘルスケアマニュア
ル～産後ケアへの切れ目のない支援に向けて～」
を参考にすることになっている。

（6）　臓器移植
　臓器移植はドナーから提供のあった臓器を病
気や事故によって機能不全となったレシピエン
トの臓器として代えるための移植医療であり、
脳死あるいは心停止したドナーの臓器をレシピ
エントに移植する方法と、健常であるドナーの
臓器をレシピエントに移植する方法（生体臓器
移植）とがある。本邦では 1997 年に「臓器移
植に関する法律（臓器移植法）」が施行され、
2009 年の改正を受けて 2010 年 7 月からは本人
の臓器提供の意思が不明であっても遺族の承諾
で臓器提供が可能となった。日本移植学会によ
ると、2017 年の臓器移植の状況は全体で 2322
件あるうち、生体臓器移植が 1901 件、脳死が
356 件、心停止が 65 件となっている。臓器移植
医療について西村（2017）は、“他の医療では
経験されることのない特有の心理社会的、精神
医学的な問題がレシピエント、ドナー、家族、
さらには移植医療チームに生じる。これら問題
はしばしば倫理的、道徳的、法的な側面とも関
連し、一層の複雑さを与えている”としている。
1994 年に日本移植学会は「日本移植学会倫理指
針」を作成した後、複数回の改変を積み重ね、
日本総合病院精神医学会（2013）も「生体臓器
移植ドナーの意思確認に関する指針」を表すな
ど、医学会等は協働してこの先進的な医療の倫
理的課題などに真摯に取り組んできている。中
でも生体ドナーの臓器提供に係わる判断に心理
的圧迫等が加わらない意思決定プロセスを担保

するために多職種の洗練されたチームアプロー
チの展開や、「第三者」による当該ドナー候補者
への自発的意思の確認の必要性を強く謡ってい
る。西村・小林・岡部ら（2010）は生体ドナー
の意思決定プロセス、並びに「第三者」による
意思確認の段階における心理専門職の活用につ
いて言及している。小林（2017）も移植外科医、
移植コーディネーター、看護師、内科医からな
る移植チームと、精神科医、心理専門職、リエ
ゾン看護師からなる精神科チームの連携の実働
性を精神科リエゾンの枠組みで説いている。そ
もそも心理専門職には、面接等の手法を用いて
要支援者の意思決定に寄り添うという専門職性
があることから、臓器移植医療におけるこの種
の役割がチームアプローチの中で大きく期待さ
れると考えられる。一方、臓器移植が安全に行
われるためには、生体ドナー、レシピエントと
もに、理解力、判断力、意思決定能力などに問
題がないことが前提になることから、これらの
能力や資質を把握するために心理検査の活用も
想定される。

Ⅲ �精神科リエゾン、チーム医療の一員とし
て心理専門職に期待される役割と課題

　心理専門職は精神科リエゾンあるいはチーム
医療の担い手として様々な疾患や対象に心理臨
床活動を実践していかなければならない。上述
のもの以外にも、喘息、慢性閉塞性肺疾患をは
じめとする呼吸器疾患（丸岡・松野・江花，2016）
や、成人先天性心疾患（丹羽，2014）、慢性疼痛
（本谷・矢吹・紺野ら，2015）など多岐に及ぶ。
心理専門職として様々な疾患や対象に対応する
にあたってはそれぞれに特有のアプローチなど
があるのは既述の通りであるが、一方でいずれ
もチーム医療の枠組みで行うという意味では、
その役割や、これに伴う課題等の共通性を知る
ことも重要である。本章では精神科リエゾンを
はじめとするチーム医療全般での心理専門職の
役割と課題などについて文献を用いて検討する。



精神科リエゾンを中心としたチーム医療での心理専門職の展開と課題

― 29 ―

1．期待される役割
　三谷・永田（2015）は身体疾患が原因で入院
に至った患者やその家族との病棟内での心理的
介入に関する学術論文（「心理臨床学研究」）を
抽出して質的研究を行い、心理専門職の在り方
や役割等について検討している。これによると、
心理専門職の役割に関して、患者や家族に対す
る役割と、チーム医療における役割とに大別で
き、前者には患者や家族が安心して話せる場を
提供する役割、聴き手として寄り添う役割、患
者と病いや死の体験を繋ぐ役割、患者が現実課
題に適応していくための役割の 4 つの役割が、
後者には、医療スタッフと患者、家族を繋ぐた
めの役割、医療チームや環境を見立て全体的に
支援する役割、他の医療スタッフが患者に介入
しやすくするための役割、アセスメントを行い
伝える役割の 4 つの役割があるとしている。ま
た、國芳・時川・武井ら（2015）は、医療スタッ
フのメンタルヘルスの向上への貢献について言
及し、岩満・平井・大庭ら（2009）は緩和ケアチ
ーム内の医師や看護師からの研究面での期待を
挙げている。総じて言うと、心理専門職には患
者や家族、医療スタッフそれぞれに直接的、間
接的に専門性を講じていく役割とともに、医療
やケアの場全体を下支えする働きが重要である
と考えられる。こうしたチーム医療での幅広い
ニーズに心理専門職が効果的に応えるためには、
自身の専門性を吟味し、専門的技能やこれらの
基盤となる学問的素養を如何なく発揮できるよ
うに準備しておく必要がある。すなわち心理療
法をはじめとする心理的支援法、心理テストを
含む心理的アセスメントの技能はもちろんのこ
と、心理学、臨床心理学の基礎的理論に基づい
た知見を十分に整えておかなければならない。
特に、精神分析の転移、逆転移の理論や、古典
的条件付け、道具的条件付け、モデリングを中心
とする学習理論、発達課題を背景とする発達理
論、心理的危機の回復プロセスを扱った危機理
論などは、心理的支援や心理アセスメントの精
度を高めるだけでなく、チーム医療における様々

な臨床局面で活かすことができる。また事例研
究法、質的研究法、量的研究法などの知識は確
実な研究成果に繋がり、EBM（Evidenced-Based 
Medicine）、EBP（Evidenced-Based Practice）
が重要視される医療現場で、チームへの貢献度
が増すと考えられる。

2．現状での課題
　精神科リエゾンチームなどでチーム医療の一
員として心理専門職の役割を実行していくうえ
で多くの課題が指摘されている。樫原・川崎・
高木ら（2015）は日本心理臨床学会特別課題研
究「医療領域の多職種協働における臨床心理専
門職の役割に関する研究」（下山，2014）の一
般に公開されたデータから医療・保健領域の多
職種連携や協働に携わる心理専門職を対象に自
由記述のデータを用いて質的分析を行い、心理
専門職の活動において協働が発展しない理由を
検討している。この中で、現場の心理専門職は
社会性の不足、柔軟性のなさ、説明不足といっ
た“「他者と関係を持つ能力」”に不十分さを感
じており、専門的なスキルと合わせてあるいは
これに先立って改善を図る必要性があると示唆
している。また中島・岩満・大石ら（2012）は
精神科医と心療内科医を対象に行ったアンケー
ト調査の中で、医師は心理専門職との連携を望
む一方で、心理専門職に社会的経験や関心の低
さ、プライドの高さといった意識の問題を感じ
ることがあることを取り上げている。どれだけ
確かな専門性を有していても、他の職種と適切
なコミュニケーションを取れない限り、医療チ
ームの理解のもと安全で有効な専門技能を講じ
ることはできない。菊地（2013）が言うように、
“多職種チームのチームパフォーマンスを向上さ
せるためには、すべてのチーム構成員が「優れ
た専門職」であると同時に「優れたチームプレ
イヤー」である必要がある”。心理専門職も心得
て努めていかなければならない。
　また、よく指摘される心理専門職の課題とし
て、医学に関する知識の不十分さの問題がある。
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中島・岩満・大石ら（2012）は既述のアンケー
ト調査で、医師側からの指摘として医学的知識
不足や医学福祉の知識や経験不足を挙げている。
一方、金沢（2014）は心理専門職へのアンケー
ト調査を行い、心理専門職が精神医学、身体、
病気、薬等に関する医学的知識や医療の実際に
関する知識と理解が不足していると感じること
を示唆している。双方の立場から、医学などに
関連する知識について不十分さを認識している
状況があり、改善を図る必要がある。
　さらに心理療法や心理的アセスメントに関す
る専門技能についても懸念する向きがある。既
出の樫原・川崎・高木ら（2015）はこうした専
門技能は現場の実践の中で修得する現状にあり、
就職時にはそのレベルに達していないことを、
また先述の金沢（2014）も心理専門職が神経心
理学的検査など心理検査の技量の不足を感じて
いるとのデータを示している。
　以上述べてきたコミュニケーション能力を含
めた社会性の向上、医学的知識の充実、専門技
能のレベルアップなどの課題については、心理
専門職の標準的な養成課程、すなわち、学部、
大学院の 6 年間の教育において、自己発展の科
目、医学関連の科目、専門技能の科目などを強
化配置し、就職後の自己研鑽に繋げることで一
定の成果が得られると思われる。しかし、これ
らの課題をある程度解決できたとしても、多職
種協働のための知識とノウハウの修得自体が進
まないと、チーム医療の展開に十分に還元する
ことはできない。この問題に対し川島・山田

（2017）は心理専門職では取り組みが遅れてい
るとされる専門職連携教育（Interprofessional 
Education: IPE）を導入することを提唱してい
る。IPE は専門職連携実践（Interprofessional 
Work: IPW）を行うための能力などを養うもの
であり、“IPW は疾病を抱えた患者や障害のあ
る人々の複雑かつ多様な課題とニーズを解決す
るために、保健医療福祉の各分野の専門家が協
働すること”を意味する（埼玉県立大学，2009）。
川島・山田（2017）は“IPE のプロフラムを構

成するうえで重要な点は、参加者同士が相互作
用する体験を実感できる演習や実習を行うこと
である”として心理専門職養成課程のより早期
の段階で導入するのがよいと見ており、今後、
本格的な教育展開を検討する必要があろう。

Ⅳ　最後に

　医療は日々進歩し治療などの選択の幅が広が
るとともに、利用者のニーズも多様化しており、
医療サービスを確実かつ効果的に提供するため
にはチーム医療の発展は欠かせない。インフォ
ームド・コンセント（Informed consent）やイ
ンフォームド・ディシジョン（Informed deci-
sion-making）など利用者主体の在り方が尊重
されればされるほど、利用者の心理プロセスに
寄り添う心理専門職の存在意義は増す。心理専
門職はチーム医療の重要な担い手としての自覚
を持つと同時に、チーム医療の中での心理臨床
活動について自己研鑽を積む必要がある。
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